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議会だより  のだ　№138 －②

議長　貮 又 正 人 副議長　廣 内 和 之

新年のご挨拶

本年もよろしくお願い申し上げます

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　東日本大震災からまもなく６年を迎えます。
　今年は区画整理事業や都市公園の事業の完成など、ハード部
分は着実に進みますが、新たな地でのコミュニティの形成や生
活支援など多くの課題が残っております。
　「完全復興」までは、長い道のりですが、議会としても議員一
丸となって取り組んで参ります。
　今年一年、「災害のない、事故のない穏やかな年」となります
よう祈っております。

宇部武典

内野澤 進

岩岡吉比古

米田徳一郎

古舘幹男

米田忠一

八幡文耕

小野寺光男

山田陽子

中川大和
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12月定例会採決一覧表

発議案第１号　可決後⇒◎国へ意見書を提出
件　名：地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書
要　旨：�住民の幅広い政治参加や地方議会における人材の確保の観点から、地方議会議員の厚生年金制度加入

のための法整備を早急に実現するよう、国に対して意見書を提出するもの
提出者：山田陽子議員　　賛成者：議長・山田議員を除く全議員
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣

〇賛成　×反対　※議長は採決に参加しない

会議 議案番号 議　　案　　内　　容

宇
部
武
典

岩
岡
吉
比
古

古
舘
幹
男

八
幡
文
耕

山
田
陽
子

内
野
澤 

進

米
田
徳
一
郎

米
田
忠
一

小
野
寺
光
男

中
川
大
和

廣
内
和
之

貮
又
正
人

結　
　

果

第　

６　

回　

定　

例　

会

議案第１号 平成28年度野田村一般会計補正予算（第５号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第２号 平成28年度野田村公共下水道事業特別会計（第４号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第３号 平成28年度野田村簡易水道事業特別会計（第４号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第４号 平成28年度野田村国民宿舎事業特別会計（第１号） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第５号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第７号 野田村税条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第８号 都市公園条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第９号 城内地区津波復興土地区画整理事業（５号）工事の変更請負契約の締結に
関し議決を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第10号 村道路線の認定に関し議決を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

議案第11号 村道路線の変更に関し議決を求めることについて 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

発議案第１号 「地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書」の提出について 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 可

第６回
定例会

第６回
定例会

台風被害からの復旧へ ～一般会計補正予算　
4億 8,000 万円可決～

　12 月定例会は、12 月６日から９日までの４日間行われました。村長提出議案は 11 件で、補
正予算、条例改正などを審議し、全て原案通り可決しました。
　一般会計補正予算は台風 10 号関連の災害復旧費や応援職員宿舎建設事業費や保健センター
整備事業費など約４億 8,000 万円となり、補正後の予算額は 87 億 4,814 万円となりました。
　一般質問は５人が登壇し、村政全般に鋭く切り込みました。（４～９ページ）

歳入

歳出

◎主な内容◎

・漁港施設災害復旧事業費負担金………………… 6,200万円
・林道施設災害復旧事業費負担金…………………1億100万円
・農地・農業用施設災害復旧事業費負担金……… 2,000万円
・東日本大震災復興交付金………………………… 4,600万円

・漁港施設災害復旧事業…………………… 7,389万円
・林道施設災害復旧事業…………………1億5,000万円
・農地・農業用施設災害復旧事業………… 3,000万円
・災害廃棄物収集運搬等業務委託経費
� 　　　　　（台風10号災害）�……… 300万円
・震災応援職員宿舎建設事業………… １億6,400万円
・保健センター整備事業……………………… 500万円

土地区画整理区域内に建設中の保健センター

台風被害からの復旧作業が続く下安家地区

台風被害からの復旧へ
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※その他の質問に関しては村 HP をご覧ください

◎村政を問う◎
～　一般質問　５人が登壇　～

〇小野寺 光 男　議員　
― 公営住宅の新規整備は ―

・・・５ページ

〇米 田 徳一郎　議員　
― ４期目の政治理念は ―

・・・６ページ

〇古 舘 幹 男　議員　
― 安家川水害対策は ―

・・・７ページ

〇山 田 陽 子　議員　
― 野田村の DV 被害防止対策は ―

・・・８ページ

〇宇 部 武 典　議員　
― 被災者生活支援は ―

・・・９ページ
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小野寺 光男　議員

村長　現段階での予定はない

公営住宅の新規整備は

建設が進む本町地区の村営住宅

一般質問

問　

東
日
本
大
震
災
大
津
波
災

害
以
降
、
賃
貸
住
宅
の
不
足
が

生
じ
、
村
内
に
住
み
た
く
て
も

借
り
ら
れ
る
住
宅
が
な
い
と
の

声
を
聞
く
。
特
に
若
い
子
育
て

世
代
が
希
望
す
る
条
件
の
整
っ

た
住
宅
の
必
要
性
を
感
じ
る
。

今
後
さ
ら
に
整
備
す
る
予
定
は

あ
る
か
。

村
長　

災
害
公
営
住
宅
と
し
て

整
備
し
た
城
内
高
台
団
地
等
の

住
宅
１
０
０
戸
を
含
め
た
全

１
１
８
戸
を
管
理
し
て
い
る
。

本
年
度
５
戸
、
来
年
度
７
戸
の

整
備
を
予
定
し
て
お
り
、
12
戸

を
含
め
た
１
３
０
戸
を
管
理
す

る
予
定
で
あ
り
、
現
時
点
で
の

新
規
整
備
予
定
は
な
い
。

問　

上
明
内
地
区
、
新
山
地
区

の
村
営
住
宅
に
加
え
、
高
台
等

に
整
備
さ
れ
た
公
営
住
宅
な
ど

現
在
建
設
中
の
村
営
住
宅
は
相

当
数
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
維
持

管
理
に
つ
い
て
、
将
来
計
画
を

伺
う
。

村
長　

必
要
な
修
繕
等
を
計
画

的
に
実
施
し
、
適
切
な
維
持
管

理
に
努
め
る
。
災
害
公
営
住
宅

に
つ
い
て
は
、
同
時
期
に
発
生

す
る
と
思
わ
れ
る
修
繕
費
に
備

え
、
基
金
創
設
の
検
討
や
空
き

室
等
の
発
生
の
抑
制
に
努
め
、

適
切
な
予
算
管
理
に
努
め
る
。

問　

民
間
経
営
の
貸
家
も
大
津

波
に
よ
り
多
数
が
被
災
し
た
。

そ
の
後
、
建
設
が
進
ん
で
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
村
で
支

援
対
策
な
ど
し
て
、
民
間
の
賃

貸
住
宅
建
設
促
進
を
図
る
考
え

は
な
い
か
伺
う
。

村
長　

民
間
の
賃
貸
住
宅
の
空

室
状
況
の
問
い
合
わ
せ
も
あ
り

住
宅
が
少
な
い
と
の
声
も
聞
い

て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
公
営
住
宅

の
入
居
資
格
の
条
件
に
、「
収
入

が
一
定
の
条
件
を
超
え
て
い
る

こ
と
」
や
「
若
い
単
身
者
の
入

居
は
で
き
な
い
こ
と
」
な
ど
が

あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
方
々

の
入
居
を
考
え
た
際
、
民
間
の

賃
貸
住
宅
の
整
備
が
図
ら
れ
る

こ
と
は
村
に
と
っ
て
も
大
変
重

要
な
こ
と
と
考
え
る
。
住
民
等

の
住
宅
に
対
す
る
需
要
や
民
間

住
宅
と
公
営
住
宅
の
役
割
分
担

等
に
留
意
し
、
動
向
を
注
視
し

て
ま
い
り
た
い
。

問　

震
災
応
援
職
員
宿
舎
建
設

事
業
に
つ
い
て
、
応
援
職
員
の

任
期
満
了
後
の
使
用
方
法
等
に

つ
い
て
は
、
定
住
促
進
住
宅
な

ど
村
外
か
ら
の
移
住
促
進
や
、

短
期
滞
在
住
宅
と
し
て
使
用
検

討
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、

村
営
住
宅
と
し
て
利
用
で
き
な

い
か
、
ま
た
４
棟
８
戸
の
計
画

に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
伺
う
。

村
長　

村
営
住
宅
と
す
る
と
事

業
が
違
っ
て
く
る
。
そ
う
で
は

な
く
、所
得
等
に
関
わ
ら
ず
、所

得
が
高
い
方
で
も
入
れ
る
住
宅

に
も
活
用
す
る
方
向
で
、
今
後

検
討
し
て
行
く
。
計
画
の
戸
数

に
つ
い
て
は
応
援
職
員
の
推
移

等
を
勘
案
し
て
協
議
計
画
し
た

こ
と
に
よ
る
。

そ
の
他
の
質
問

・
台
風
10
号
被
害
の
課
題　

・「
村
長
と
語
る
会
」
に
つ
い
て

民
間
の
賃
貸

住
宅
促
進

公
営
住
宅
の

維
持
管
理

応
援
職
員
宿
舎
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村長　住民が住み続けたい村を作る

４期目に向けての政治理念は

復興とともに十府ヶ浦海岸の再生も今後の課題です

一般質問

米田 徳一郎　議員

問　

平
成
の
大
合
併
騒
動
で
の

村
長
就
任
か
ら
３
期
。
こ
の
度
、

４
期
目
の
挑
戦
を
表
明
さ
れ
た

が
、
３
期
12
年
間
の
総
括
と
四

期
目
に
掲
げ
る
政
治
課
題
、
政

治
理
念
に
つ
い
て
伺
う
。

村
長　

就
任
以
来
一
貫
し
て
住

民
が
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
を
掲

げ
、
住
民
目
線
で
村
政
運
営
に

努
め
て
き
た
。
就
任
直
後
は
住

民
の
要
望
が
強
か
っ
た
無
医
村

の
解
消
が
大
き
な
課
題
で
あ
り

様
々
な
方
の
協
力
を
得
て
平
成

17
年
10
月
に
約
１
年
ぶ
り
に
開

院
。
無
医
村
状
態
を
解
消
す
る

こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
他
に
も

「
子
育
て
支
援
」「
高
齢
者
対
策
」

「
産
業
振
興
」「
地
域
活
性
化
へ

の
取
り
組
み
」
な
ど
様
々
な
事

業
を
実
施
し
て
き
た
。

　

今
後
は
、
数
々
の
災
害
か
ら

の
復
旧
復
興
を
や
り
遂
げ
、
安

心
安
全
な
む
ら
づ
く
り
を
進
め

る
と
共
に
、
少
子
高
齢
化
、
人

口
減
少
問
題
や
地
域
の
活
性
化

は
迅
速
に
継
続
し
て
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
様
な
考
え
か
ら
住

民
の
皆
さ
ん
と
共
同
の
力
で
住

ん
で
良
か
っ
た
、
住
み
続
け
た

い
と
思
う
村
を
作
っ
て
い
く
た

め
に
村
長
選
挙
に
立
候
補
を
す

る
決
意
を
し
た
。　

問　

４
期
目
の
課
題
と
し
て
十

府
ヶ
浦
海
岸
の
砂
浜
再
生
、
国

道
45
号
線
の
嵩
上
げ
等
の
要
望

を
ど
の
様
に
捉
え
て
い
る
か
。

村
長　

砂
浜
の
再
生
に
つ
い
て

は
現
在
も
色
々
と
要
望
し
て
い

る
が
、
専
門
的
な
見
地
な
ど
を

進
め
て
い
き
た
い
。
国
道
45
号

線
の
嵩
上
げ
に
つ
い
て
は
、
今

後
も
要
望
を
続
け
て
い
く
。

問　

災
害
復
旧
と
災
害
査
定
の

結
果
及
び
復
旧
見
通
し
は
。

村
長　

道
路
や
河
川
及
び
上
下

水
道
は
応
急
復
旧
に
よ
り
対
応
、

稼
働
し
て
い
る
。
災
害
査
定
は
、

漁
港
・
上
下
水
道
施
設
が
12
月

５
日
に
終
え
、
道
路
・
河
川
は
、

12
月
14
日
の
予
定
、農
地
・
農
林

業
施
設
は
一
部
寸
断
し
て
い
る

根
井
和
野
平
地
区
畑
地
灌
漑
施

設
の
導
水
管
を
耐
圧
ホ
ー
ス
に

よ
り
連
結
し
仮
復
旧
し
て
い
る
。

林
道
施
設
の
災
害
査
定
は
11
月

８
日
、
農
地
・
農
業
施
設
は
11

月
29
日
査
定
を
受
け
た
。
復
旧

見
通
し
は
、
査
定
の
結
果
を
受

け
国
、
県
に
補
助
金
申
請
を
行

い
採
択
後
に
事
業
を
着
手
す
る

こ
と
に
な
る
。

問　

内
川
地
区
及
び
下
安
家
集

落
の
上
流
部
、
県
営
ふ
化
場
か

ら
コ
ミ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
付
近

ま
で
築
堤
、
嵩
上
げ
な
ど
必
要

性
は
。

村
長　

上
流
部
の
整
備
の
考
え

方
に
伴
い
下
流
部
に
つ
い
て
も

説
明
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
の

で
、
必
要
が
有
れ
ば
要
望
し
て

い
き
た
い
。

問　

河
川
な
ど
の
支
障
木
、
漂

着
木
の
撤
去
を
県
に
対
し
早
急

に
働
き
か
け
る
べ
き
で
は
。

村
長　

村
内
各
地
の
河
川
に
は

多
く
の
支
障
木
、
漂
着
木
が
堆

積
し
た
こ
と
か
ら
県
に
対
し
早

急
な
撤
去
を
依
頼
し
た
。
し
か

し
、
道
路
の
仮
復
旧
作
業
な
ど

対
応
箇
所
が
多
い
こ
と
か
ら
業

者
が
不
足
し
対
応
が
間
に
合
わ

な
い
時
期
も
あ
っ
た
が
、
十
一

月
上
旬
か
ら
下
安
家
地
区
の
一

部
で
支
障
木
の
撤
去
が
始
ま
っ

て
い
る
。
今
後
も
、
引
き
続
き

早
急
な
撤
去
を
働
き
か
け
て
い

き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

○
震
災
復
興
関
連
に
つ
い
て

○
観
光
振
興
に
つ
い
て

○ 

小
中
一
貫
教
育
へ
の
移
行
に

つ
い
て

○ 

教
育
施
設
の
洋
式
ト
イ
レ
化

に
つ
い
て

台

風

被

害



下安家下流域のようす。様々な対策が検討されています。

年度内には防犯灯が整備される予定です

⑦－ 議会だより  のだ　№138

古 舘 幹 男　議員

村長　林野・河川と一体の協議・対策を望む

安家川の水害対策は

一般質問

問　

安
家
川
の
今
後
の
水
害
対

策
に
つ
い
て
、
新
聞
報
道
な
ど

に
お
い
て
は
砂
防
え
ん
堤
を
新

設
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

整
備
に
よ
る
効
果
は
あ
る
が
、

も
っ
と
大
切
な
の
は
河
川
の
流

域
幅
の
拡
大
で
は
な
い
か
。

村
長　

県
か
ら
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
水
害
対
策
に
つ
い
て
は
家

屋
の
浸
水
を
防
止
す
る
た
め
の

対
策
を
検
討
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。
砂
防
え
ん
堤
に
つ

い
て
は
県
か
ら
話
は
聞
い
て
い

な
い
。
村
と
し
て
は
、
検
討
状

況
を
伺
う
な
ど
情
報
共
有
を
図

り
な
が
ら
、
減
災
対
策
を
講
じ

て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
す
る
。

問　

５
年
か
ら
10
年
の
周
期
で

河
川
敷
の
両
側
の
立
木
の
除
去

を
行
い
、
伐
採
管
理
し
た
ほ
う

が
、
効
果
が
あ
る
こ
と
だ
と
思

う
が
ど
の
よ
う
か
。

村
長　

河
川
敷
の
立
木
は
、
管

理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
適
切
に
対
応
す
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。
立
木
に
つ
い

て
は
10
年
以
上
前
か
ら
問
題
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
県
と
も

相
談
し
て
い
た
が
、
予
算
が
な

く
で
き
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
山
林
や
河
川
敷

の
適
切
な
管
理
が
十
分
に
で
き

な
か
っ
た
こ
と
が
被
害
の
要
因

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
林
野
、

河
川
と
一
体
的
に
対
策
に
努
め

て
い
た
だ
く
よ
う
国
や
県
に
要

望
し
て
い
る
。

問　

復
興
事
業
に
よ
り
、
利
便

性
は
よ
く
な
っ
た
が
、
区
域
内

に
は
空
い
て
い
る
土
地
が
あ
り

夜
間
に
な
る
と
街
灯
が
な
く
暗

い
と
の
声
が
あ
る
。
街
灯
、
案

内
表
示
板
、
地
番
表
示
等
の
必

要
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。

村
長　

街
灯
に
つ
い
て
は
、
本

町
・
旭
町
町
内
会
よ
り
、
意
見

を
頂
き
、
防
犯
灯
21
基
を
年
度

内
に
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
案
内
表
示
板
、
地
番
表
示

設
置
に
つ
い
て
は
計
画
し
て
い

な
い
が
状
況
を
見
て
検
討
す
る
。

問　

職
員
の
資
質
の
向
上
の
た

め
、
震
災
前
は
岩
手
県
な
ど
へ

職
員
を
派
遣
し
て
次
世
代
の
野

田
村
を
担
う
人
材
を
育
成
し
て

い
た
。
復
旧
、
復
興
に
つ
い
て

は
先
が
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
も

あ
る
の
で
今
後
の
方
向
に
つ
い

て
は
ど
の
よ
う
か
。

村
長　

現
在
も
他
自
治
体
か
ら

職
員
を
派
遣
し
て
も
ら
っ
て
い

る
状
況
で
あ
る
た
め
、
こ
ち
ら

か
ら
県
や
他
自
治
体
に
派
遣
と

い
う
形
は
現
段
階
で
は
な
ら
な

い
。
県
北
広
域
振
興
局
と
の
人

事
交
流
に
つ
い
て
は
引
き
続
き

行
う
。

本
町
・
旭
町
道
路

職
員
派
遣
と
人
事



中平付近に設置された
LED街路灯（上）と法理
橋付近のようす（下）

議会だより  のだ　№138 －⑧

村長　相談窓口の周知を図っていく

村のＤＶ防止対策は

一般質問

山 田 陽 子　議員

問　

県
内
の
配
偶
者
暴
力
支
援

セ
ン
タ
ー
に
よ
る
と
配
偶
者
か

ら
の
暴
力
に
苦
し
む
女
性
か
ら

の
相
談
件
数
が
増
加
傾
向
に
あ

り
、
27
年
度
は
過
去
最
多
と
の

情
報
だ
。被
害
防
止
の
た
め
、年

間
を
通
じ
た
啓
発
活
動
や
情
報

カ
ー
ド
を
活
用
し
た
相
談
し
や

す
い
環
境
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

村
で
具
体
的
に
実
施
し
て
い
る

こ
と
は
何
か
。

村
長　

今
年
度
４
月
か
ら
内
閣

府
の
委
託
事
業
「
東
日
本
大
震

災
に
よ
る
女
性
の
悩
み
・
暴
力

相
談
」
に
協
力
し
、
相
談
窓
口

開
設
場
所
の
提
供
及
び
事
業
の

周
知
を
図
り
、
今
後
は
相
談
窓

口
を
掲
載
し
た
カ
ー
ド
等
を
配

架
す
る
な
ど
工
夫
し
て
い
く
。

　
　
　

問　

こ
の
こ
と
自
体
が
、
子
ど

も
の
虐
待
の
問
題
等
に
も
大
き

く
影
響
し
て
く
る
こ
と
な
の
で
、

も
っ
と
積
極
的
に
被
害
防
止
対

策
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と

思
う
が
。　
　
　

村
長　

毎
月
第
２
月
曜
日
に
学

習
セ
ン
タ
ー
で
相
談
を
受
け
て

い
る
。
県
や
団
体
等
と
協
力
し

な
が
ら
、
さ
ら
に
内
部
で
検
討

し
て
い
く
。

問　

復
興
支
援
で
設
置
さ
れ
た

ソ
ー
ラ
ー
Ｌ
Ｅ
Ｄ
街
路
灯
が
、

点
灯
し
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
村
内
に
何
基
設
置
さ

れ
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

村
長　

村
内
各
所
に
設
置
し
た

ソ
ー
ラ
ー
Ｌ
Ｅ
Ｄ
街
路
灯
は
、

復
興
支
援
活
動
の
一
環
と
し
て

24
基
を
寄
贈
・
設
置
し
て
い
た

だ
い
た
。
復
興
事
業
等
の
関
係

か
ら
10
基
撤
去
さ
れ
、
現
在
は

14
基
で
夜
間
点
灯
し
て
い
る
の

は
、
５
基
の
み
。
不
良
原
因
は

調
査
を
し
て
い
る
。

問　

管
理
に
つ
い
て
は
、
村
か
。

ま
た
、
今
後
の
維
持
管
理
に
つ

い
て
は
。

村
長　

管
理
は
村
で
あ
る
。
調

査
後
、
こ
れ
か
ら
経
費
等
が
掛

か
る
部
分
を
精
査
す
る
。

問　

小
中
学
校
の
洋
式
ト
イ
レ

の
実
態
と
環
境
改
善
は
ど
の
よ

う
か
。

　
教
育
長　

小
中
学
校
の
設
置
状

況
は
、
小
学
校
は
、
洋
式
８
・
和

式
34
の
計
42
。
中
学
校
は
洋
式

12
・
和
式
19
の
計
31
。
改
修
は
、

学
校
の
要
望
に
基
づ
き
、
随
時

実
施
し
て
き
て
い
る
。
洋
式
化

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
計
画
的

な
検
討
を
し
て
い
く
。

問　

小
中
学
校
の
給
食
費
無
料

化
は
考
え
て
い
る
か
。

　
村
長　

現
段
階
で
は
検
討
し
て

い
な
い
。

問　

城
内
二
又
線
法
理
橋
前
後

に
安
全
確
保
の
た
め
に
歩
道
設

置
が
必
要
だ
と
考
え
る
が
。

村
長　

今
年
度
の
住
民
懇
談
会

で
も
地
域
の
要
望
が
あ
っ
た
。

歩
道
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
城

内
二
又
線
の
起
点
側
か
ら
法
理

橋
付
近
ま
で
は
、
車
道
と
歩
行

者
の
幅
員
が
最
低
限
確
保
さ
れ

て
い
る
と
思
う
。
今
後
、
補
助

事
業
等
を
導
入
し
、
整
備
が
可

能
で
あ
る
か
検
討
す
る
。

歩
道
設
置

学
校
生
活
環
境

Ｌ
Ｅ
Ｄ
街
路
灯



新町のコミュニティセンターでは定期的にイベントを開催しています

児童の年齢によって保育士設置要件は
変わってきます

⑨－ 議会だより  のだ　№138

宇 部 武 典　議員

村長　見守り活動を定期的に行っている

被災者の生活支援は

一般質問

問　

被
災
者
の
見
守
り
と
災
害

公
営
住
宅
な
ど
で
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
確
立
が
今
後
も
ま
す
ま

す
重
要
な
課
題
だ
。
現
在
の
支

援
の
取
組
み
状
況
は
ど
の
よ
う

か
。

村
長　

応
急
仮
設
・
み
な
し
仮

設
・
災
害
公
営
住
宅
で
は
定
期

や
不
定
期
の
見
守
り
活
動
を
継

続
し
て
行
っ
て
い
る
。ま
た
、新

町
で
は
イ
ベ
ン
ト
や
サ
ロ
ン
を

月
１
回
程
度
実
施
し
て
、
閉
じ

こ
も
り
防
止
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

づ
く
り
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

問　

今
後
も
今
の
ペ
ー
ス
で
行

う
の
か
。

村
長　

津
波
以
前
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
近
い
形
に
戻
る
ま
で
ま

だ
時
間
が
掛
か
る
と
思
っ
て
い

る
。
自
立
し
て
行
く
手
助
け
の

た
め
に
出
来
る
こ
と
を
い
ろ
い

ろ
と
考
え
て
行
き
た
い
。

問　

村
内
各
地
区
の
要
援
護
者

を
地
域
住
民
が
把
握
し
、
避
難

体
制
は
構
築
さ
れ
て
い
る
か
。

現
状
と
課
題
に
つ
い
て
伺
う
。

村
長　

避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
を
作
成
し
、
自
力
で
の
避
難

が
難
し
い
住
民
の
支
援
を
行
う

体
制
づ
く
り
は
行
っ
て
い
る
。

災
害
時
の
み
公
開
さ
れ
る
「
全

件
名
簿
」
よ
り
も
平
時
か
ら
関

係
機
関
が
活
用
で
き
る
「
同
意

者
名
簿
」
の
登
録
を
推
進
し
て

い
る
が
、
登
録
人
数
が
少
な
い

の
が
課
題
だ
。

問　

避
難
準
備
情
報
が
出
た
際

の
要
援
護
者
の
身
の
回
り
の
世

話
な
ど
は
誰
が
行
う
の
か
。
人

を
支
援
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を

作
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と

感
じ
る
が
。

村
長　

ま
ず
「
同
意
者
名
簿
」

の
人
数
割
合
を
増
や
し
て
、
常

に
警
察
、
消
防
、
民
生
委
員
と

共
有
す
る
。
ま
た
、
地
域
住
民

間
で
も
共
有
し
て
お
く
こ
と
で

役
割
が
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に

地
域
活
動
の
中
で
お
互
い
の
状

況
を
把
握
し
、
有
事
に
は
気
を

使
っ
て
、
お
手
伝
い
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と

思
っ
て
い
る
。

問　

今
後
無
料
化
を
拡
大
し
、

完
全
無
料
化
を
目
指
す
考
え
だ

が
、
来
年
度
の
保
育
料
無
料
化

拡
充
計
画
は
。

村
長　

村
の
子
育
て
支
援
策
全

般
を
見
据
え
て
拡
充
の
範
囲
を

検
討
す
る
。

問　

０
歳
児
を
村
外
の
保
育
所

に
入
所
さ
せ
て
い
る
例
が
あ
る

が
希
望
し
て
の
も
の
か
。
ま
た
、

村
内
待
機
者
は
ど
の
よ
う
な
状

況
に
あ
る
か
。

村
長　

自
己
都
合
や
勤
務
の
都

合
で
村
外
へ
入
所
し
て
い
る
。

把
握
し
て
い
る
中
で
の
待
機
児

童
は
い
な
い
が
、
潜
在
的
に
は

い
る
可
能
性
は
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。
０
歳
児
の
入
所
に

伴
っ
て
、
保
育
士
の
設
置
要
件

は
変
わ
っ
て
く
る
の
で
保
育
士

の
確
保
に
も
努
め
て
行
く
。

そ
の
他
の
質
問

・ 

被
災
者
の
住
宅
確
保
に
つ
い
て

・ 

特
定
被
災
地
交
通
調
査
事
業
に

つ
い
て

・ 

津
波
被
害
に
よ
る
住
宅
の
改
修

に
つ
い
て

・ 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
に
つ
い

て
・
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

・ 

村
立
学
校
教
育
に
関
わ
る
問
題

に
関
し
て

・ 

南
ス
ー
ダ
ン
か
ら
の
自
衛
隊
撤

退
を
求
め
る
問
題
に
つ
い
て

要
援
護
者
支
援

保
育
料
無
料
化



議会だより  のだ　№138 －⑩

　11月15日、東日本大震災津波復興特別委員会（岩岡吉比古委員長）は完成目前の土地
区画整理区域内のトイレや都市公園内の管理棟、休憩施設を見学しました。なお、都市
公園の管理棟、休憩施設は29年5月に完成予定です。

都市公園の進捗状況は？
東日本大震災津波復興特別委員会 Part 1

視察
レポート

視察
レポート

城内地区北トイレ

１号公園

南浜高台団地

米田高台団地

展望休憩施設
休憩室内の壁の原材料
にはホタテの貝殻が使
用されています（下）

女子トイレの内部（左）
都市公園内の女子トイレに
もベビーチェアが設置され
ています。

防犯カメラについて説明を受ける様子。
北トイレには入口に１台、管理棟と展
望・休憩施設にはそれぞれ２台ずつ防
犯カメラが設置される予定です。

公園管理棟



結の里で所長より施設内の説明を受ける様子（左）とあづびで利用者と懇談する様子（右）

風花敷地内を視察する様子（左）と生活支援ハウスで園長より説明を受ける様子（右）

⑪－ 議会だより  のだ　№138

　総務教民常任委員会（山田陽子委員長）は11月28日、村内の福祉施設を訪れました。
今回の視察先は、特別養護老人ホーム結の里、のだ地域福祉事業所あづび、NPO法人
風花、ことぶき荘生活支援ハウスの４ヵ所です。

～村内福祉施設訪問～

Part 2
視察

レポー
ト視察

レポー
ト

総務教民常任委員会

≪11月≫
11月� 8日　政務調査会・国会議員との懇談会（東京都）

・・・議長・副議長
11月� 9日　町村議会議長会全国大会（東京都）

・・・議長・副議長
11月� 9～11日　北部地区町村議会議長会視察研修

（沖縄県石垣市）・・・議長・副議長
11月15日　村政調査会・東日本大震災津波復興特別委員会

（役場・現地）・・・全議員
11月17～18日　岩手県町村議会議長会広報担当者研修会

（花巻市）・・・小野寺議員、山田議員
11月28日　総務教民常任委員会視察（村内福祉施設）

・・・全委員
11月30日　久慈地区市町村議会連絡協議会

（ロイヤルパークカワサキ）・・・全議員

◎ 議会の動き ◎

　昨年の小・中学校視察に引き続き、今回
は村内にある福祉施設を視察させていただ
きました。議会としては以前訪問させてい
ただいた施設もありますが、当時とは異な
る現状を確認できたことは大変大きな収穫
でした。各施設からお話いただきました要
望等を村政に反映できるようにこれから活
動してまいります。

総務教民常任委員長　
山　田　陽　子

視察を終えて・・・
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町村議会　広報担当者研修会

久慈地区市町村議会連絡協議会

　岩手県町村議会議長会が主催する広報担当者研修会が11月17・18日の２日間、花巻市の
ホテル紅葉館で開催されました。野田村議会の広報編集委員会からは小野寺光男委員長と山
田陽子副委員長が参加しました。広報編集の基礎について、全国コンクールの審査委員でも
ある芳野政明氏からお話をいただきました。今回の研修会で学んだことを今後の編集に生か
して参ります。

　28年度の久慈地区市町村議会連絡協議会が、11月30日に久慈市のロイヤルパークカワ
サキで開催され、久慈市を始め洋野町、野田村、普代村の議会議員が参加しました。講演
会では早稲田大学マニュフェスト研究所事務局長の中村健氏からお話をいただきました。
講演会終了後は各市町村の首長も交えた交流会を行い、活発な意見を交わしました。

研修会場のようす 講師の話に熱心に耳を傾ける

講 演 の 様 子

　広報の編集は、議会改革のひとつ

として議員自ら編集、構成し発行す

ることになりましたが、まだまだ道

半ばで試行錯誤の毎日です。読者の

皆さんのご期待に添えるよう更に精

進して参りますので、ご理解とご支

援をお願いいたします。（徳）

あ と が き


